
TAX ニュースレター 東栄税理⼠法⼈      03-5778-4722 HTTP://TOEITAX.CO.JP/ #
 

 
Copyright © 2016 東栄税理士法人. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

TAX ニュースレター 
東 栄 税 理 ⼠ 法 ⼈      
03-5778-4722 
http://toeitax.co.jp/ 

2019/09 月号 
   

 

 消費税増税に伴う中小事業者特例は濫⽴ 
税額計算の特例が濫⽴ 
半信半疑だった消費税の増税と複数税
率の導⼊がいよいよ 10 月から始まります
(複数税率、ｲﾝﾎﾞｲｽ等は 201806〜
08 号参照)。ｷｬｯｼｭﾚｽﾎﾟｲﾝﾄ還元なども
濫⽴し複雑怪奇になっていますが、今月
はその他多数創設されている消費税の
細かい特例制度について解説したいと思
います。 

これらの特例は複数税率への早急な対
応が「困難な」中小事業者(基準期間
売上高が 5000万円以下)に限られ、
「困難」の度合いは問われませんので実
質有利選択ができるというのがポイントで
す。 

まず売上税額の計算については 4 年間
①仕⼊れの税率⽐率を売上の税率⽐
率にする（卸売業小売業のみ）②10
日間の税率⽐率を 1 年分にする③8％
と 10％を半分の⽐率にする（8％が概
ね過半数占める場合のみ）、の 3 つの
特例が設けられます。 

簡易課税制度の特例も 
また、仕⼊税額の計算についても原
則 1 年間売上の税率⽐率を仕⼊れ
の⽐率にする（卸売業小売業のみ）
という特例が設けられます。 

さらに、これ以外に簡易課税制度の
選択について増税後約 1年間だけ
事後選択（提出した課税期間から
適⽤）できるという特例もできます。
これもつまりは届出を出さずに原則で
やってみて簡易の⽅が有利だったら
期末までに選択するという有利選択
が実質できるということになります。 

増税、複数税率、ポイント還元だけで
も⼤変なのにこれだけの特例制度が
⼀気に導⼊。混乱は目に⾒えますし、
有利選択できる→損をする事業者も
たくさん出るでしょう。なお、これらの特
例の影響を受けるのは上図にあるよ
うな取引が複数税率になる飲食店小
売店等ですが、簡易課税制度の特
例はどの中小事業者にも当てはまり
ますので注意しましょう。 

今月のコメント 
最近は時代の流れに乗って YouTube を
⾒る機会が増えているのですが、テレビにも
負けない優良なコンテンツが増えている気
がします。最近のお勧めは「パーフェクトヒュ
ーマン」オリエンタルラジオの中田さんがやっ
ている YouTube ⼤学という番組。色々
なネタをやってはいますが至極真面目な内
容をお話されています。政治や現代史など
テレビで扱いにくいお題も積極的に発信さ
れているので非常に興味深いです。（お
勧めは消費税増税の闇の回。）それにし
てもこのような内容を YouTube などで⾒
るといかに今のマスコミが偏った内容を発信
しているのかが感じられ恐ろしくなります。ネ
ットの最⼤の功績は情報がよりオープンに
なったことでしょう。量が増えすぎて偽情報
も濫⽴してますが、ないよりはマシです。 
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